
北野会計事務所 〒540-0012 大阪市中央区谷町 2 丁目 8 番 1 号大手前Ｍ２ビル７Ｆ 

TEL：06-6944-7277 FAX：06-6945-9498 WEB：http://kitano-acc.net/ 

 

≪月刊『タックスニュース』6月号≫ 

第 31回 ～平成 26年度税制改正 給与所得控除について～ 

 

昨年 12 月 12 日に、「平成 26 年度税制改正大綱」が発表されました。税制改正大綱は、毎年度の税制

改正法案を決定するのに先立ち発表される改正の原案となるものです。今回の税制改正大綱のポイント

の一つとして、今後の『給与所得控除』について見直しされます。 

給与所得控除とは、役員報酬や、サラリーマン・パートタイマーの給与にかかる所得税を計算する際

に、給与収入から差し引くことが出来る控除分のことをいいます。自営業者は、収入から仕入れや販売

経費などの必要経費を差し引くことが出来ますが、給与収入については、原則として必要経費を差し引

くことが出来ないので、その代わりとして設けられた制度です。前回の改正に引き続き、平成 28年分以

降、給与所得控除の上限額が、段階的に減額されていく見通しとなりました。 

 

【年収 1,000 万円超の場合の給与所得控除】 

適用時期 収入金額 給与所得控除 

～平成 24年分 年収 1,000万円超 
収入金額×5％＋170万円 

（上限なし） 

平成 25年分～平成 27年分 

年収 1,000万円超 収入金額×5%＋170万円 

年収 1,500万円超 上限 245万円 

平成 28年分 

（平成 26年税制改正案） 

年収 1,000万円超 収入金額×5%＋170万円 

年収 1,200万円超 上限 230万円 

平成 29年分～ 

（平成 26年税制改正案） 
年収 1,000万円超 上限 220万円 

【第 1段階】平成 28年分の所得税（平成 29年度分の個人住民税） 

    年収 1,200万円超の給与所得に対して、給与所得控除が一律 230万円。 

【第 2段階】平成 29年分以後の所得税（平成 30年度分以後の個人住民税） 

    年収 1,000万円超の給与所得に対して、給与所得控除が一律 220万円。 

 

政府の今後の税制面に関する考え方は、しばらく法人税関連は減税、個人所得税関連は増税の傾向が 

続くと思われます。適切な役員報酬額の決定について、シミュレーションを活用し、弊社担当者より随時 

提案させて頂きます。                           （文責：髙橋利洋） 


